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告
　
示

◯
争
議
行
為
の
予
告
（
七
二
六
・
労
働
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
七
二
七
・
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
廃
止
（
七
二
八
・
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
１

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
七
二
九
・
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
鷹
巣
病
院
労
働
組
合
執
行
委
員
長
松
坂
金
浩
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行

為
を
行
う
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七

十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
事
件

病
院
存
続
及
び
不
当
解
雇
反
対
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
日
時

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日
以
降
事
件
解
決
の
時
ま
で
、
連
日
又
は
短
時
間
に
わ
た
っ
て
行

う
。

三
　
場
所

北
秋
田
市
綴
子
字
釜
堤
脇
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鷹
巣
病
院
　

四
　
概
要

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
を
除
く
す
べ
て
の
組
合
員
に
よ
る
ス
ト
ラ

イ
キ
そ
の
他
の
争
議
行
為
を
行
う
。
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秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年

三
月
二
十
五
日
付
け
指
令
山
建
―
二
千
四
百
六
十
九
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了

し
た
の
で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

新
潟
県
新
潟
市
清
水
四
千
五
百
一
番
地
一

株
式
会
社
コ
メ
リ

代
表
取
締
役
　
捧
　
　
　
賢
　
一

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
本
郡
二
ツ
井
町
字
道
上
中
坪
三
十
三
番
三
、
三
十
三
番
六
、
三
十
四
番
一
、
三
十
六
番
一
及

び
三
十
七
番
二
並
び
に
同
町
字
中
坪
四
十
三
番
一
、
四
十
四
番
二
、
四
十
六
番
二
及
び
四
十
七
番
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秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省

令
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

道

路

の

幅

員

四
・
五
四
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

六
二
・
八
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

能
代
市
河
戸
川
字
上
長
沼
布
三
十
三
番
地

相
沢
銘
木
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
網
　
　
　
幸
　
太

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

能
代
市
字
芝
童
森
十
三
番
一
地
内
、
能
代
市
寿

域
長
根
二
十
七
番
二
、
二
十
八
番
一
地
内
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秋
田
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年

六
月
二
日
付
け
指
令
仙
建
―
十
九
―
二
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
黒
瀬
町
一
番
十
五
の
三
号

三
光
不
動
産
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
梶
　
原
　
守
　
人

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

大
仙
市
大
曲
日
の
出
町
二
丁
目
三
百
五
十
九
番
、
三
百
六
十
番
、
三
百
六
十
五
番
及
び
三
百
七

十
一
番
二

２

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）
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